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(57)【要約】
【課題】　植え込まれた医療機器を抜去できるように準
備するための装置を提供する。
【解決手段】　心臓用リード等の植え込まれた長い医療
機器を患者の体内から抜去できるように準備するための
装置。この装置は、第一の把手と第二の把手を含む。少
なくとも第一の把手は、植え込まれた機器をそれに沿っ
て受けるための面を有する。第一の端と第二の端を有す
るワイヤー部材が、第一の把手の面と第二の把手の間の
距離にわたされるように位置付けられる。ワイヤー部材
の第一の端は第一の把手と着脱式に係合され、ワイヤー
部材の第二の端は第二の把手と着脱式に係合される。ワ
イヤー部材は、ワイヤー部材を植え込まれた機器のある
長さにわたって巻き付けて、リード抜去装置によって機
器を抜去しやすくなるような大きさとされ、そのように
構成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植え込まれた医療機器を患者の体内から抜去できるように準備する装置において、
　第一の把手と第二の把手であって、前記第一の把手が、それに沿って前記植え込まれた
医療機器を受けるためのある面を有するような把手と、
　第一の端と第二の端を有するワイヤー部材であって、前記第一の把持の前記面と前記第
二の把手の間の距離にわたされ、前記ワイヤー部材の第一の端が前記第一の把手と着脱式
に係合され、前記ワイヤー部材の第二の端が前記第二の把手と着脱式に係合され、前記ワ
イヤー部材を前記植え込まれた医療機器のある長さの周囲に巻き付けることができるよう
な大きさとされ、そのように構成されているワイヤー部材と、
を含む装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、
　前記第二の把手が、そこに沿って前記植え込まれた機器を受けるためのある面を含み、
　前記ワイヤー部材が前記第一の把手の面と前記第二の把手の面の間の距離にわたされる
装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、
　それぞれの前記面の各々が概して平坦な台座部を含む装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の装置において、
　前記第一の把手は、前記係合中に前記ワイヤー部材の第一の端を受けるための前記第一
の把手の面からその中に延びる深溝を有する装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置において、
　前記第一の把手が、前記ワイヤー部材の第一の端を前記第一の把手と選択的に係合させ
るための、前記深溝内に着脱式に受けられることが可能なピン部材を含む装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置において、
　前記第二の把手が、前記第二の面からその中に延びる、前記係合中に前記ワイヤー部材
の第二の端を受ける深溝を有し、
　前記第二の把手が、前記ワイヤー部材の第二の端を前記第二の把手に選択的に係合させ
るための、前記深溝内に着脱式に受けられることが可能なピン部材を含む装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置において、
　少なくとも前記第一の把手が、第一の端と第二の端を有するタブ部材を含み、前記タブ
部材の第一の端が前記把手から延び、前記タブ部材の第二の端が前記ピン部材と係合する
装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置において、
　前記植え込まれた医療機器が、その中に縦方向に延びる内腔を有する心臓用リードを含
み、前記心臓用リードが自由近位端を有し、前記患者の体内へと延びる遠位端を有し、
　ロッキングスタイレットが前記内腔内に受けられ、前記ワイヤー部材が、前記ワイヤー
部材を前記心臓用リードの前記近位端と前記ロッキングスタイレットの周囲に巻き付ける
ことができるような大きさとされ、そのように構成される装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の装置において、
　前記植え込まれた医療機器が心臓用リードを含み、前記心臓用リードがそこから横方向
に延びるケーブルを有し、また自由近位端を有し、
　前記ワイヤー部材が、前記ワイヤー部材を前記ケーブルと前記心臓用リードの周囲に巻
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き付けることができるような大きさとされ、そのように構成される装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の装置において、
　前記ワイヤー部材と係合する長い係留部材を更に含む装置。
【請求項１１】
　植え込まれた心臓用リードを患者の体内通路から抜去するためのアセンブリにおいて、
　第一の把手と第二の把手であって、前記把手の各々が、それに沿って前記心臓用リード
のある長さを受けるように構成された台座面を有する把手本体を含み、前記把手本体の各
々が前記台座面から前記把手本体の内部へと内側に延びる深溝を有し、前記深溝と連通す
る穴を有し、各把手が第一の端と第二の端を有するタブを更に含み、前記タブの第一の端
が前記把手本体と係合し、前記タブの第二の端がそれと係合するピン部材を有し、前記ピ
ン部材が前記穴を通じて前記深溝の中に着脱式に受けられることが可能であるような第一
の把手と第二の把手と、
　第一の端と第二の端を有するワイヤー部材であって、前記ワイヤー部材の第一の端が前
記台座面の開口部を通じて前記第一の把手の前記深溝の中に受けられ、前記ワイヤー部材
の第一の端が、前記ピン部材が前記深溝の中に受けられた時にその中に保持されるような
形状とされ、そのように構成され、前記ワイヤー部材の第二の端が前記台座面の開口部を
通じて前記第二の把手の前記深溝の中に受けられ、前記ワイヤー部材の第二の端が、前記
ピン部材が前記深溝の中に受けられた時にその中に保持されるように形状とされ、そのよ
うに構成され、またそれぞれの前記台座面間の距離にわたされるような寸方であるワイヤ
ー部材と、
を含むアセンブリ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のアセンブリにおいて、
　前記心臓用リードが自由近位端とその中に延びる内腔を有しており、前記内腔内に受け
られることが可能なロッキングスタイレットを更に含み、
　前記ワイヤー部材が、前記心臓用リードの前記自由端とその中に受けられた前記ロッキ
ングスタイレットの周囲に巻き付けられるような寸法であるアセンブリ。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のアセンブリにおいて、
　前記把手が概して剛性の組成物を含み、前記タブが概して柔軟な組成物を含み、前記ワ
イヤーが焼き戻された金属合金を含むアセンブリ。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のアセンブリにおいて、
　前記ワイヤー部材と係合し、そこから横方向に延びることができる長い係留手段を更に
含むアセンブリ。
【請求項１５】
　請求項１１に記載のアセンブリにおいて、
　抜去装置を更に含み、これが前記抜去装置の遠位端が前記心臓用リードの周囲に受けら
れるように構成されるアセンブリ。
【請求項１６】
　植え込まれた長い医療機器を患者の体内から抜去できるように準備する方法において、
　前記植え込まれた長い医療機器の自由端と係合する装置であって、第一の把手と、第二
の把手と、前記把手間の距離にわたされるワイヤー部材と、を含み、前記ワイヤー部材が
、前記第一の把手と着脱式に係合される第一の端と前記第二の把手と着脱式に係合される
第二の端を有するような装置を位置付けるステップと、
　前記植え込まれた長い機器を前記第一の把手のある面に沿うように位置合わせするステ
ップと、
　前記第二の把手を前記植え込まれた長い機器のある長さの周囲に、前記第一の把手から
近位方向に巻き付け、前記ワイヤーが前記長さの周囲に巻き付けられるようにするステッ
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プと、
　前記第一と第二の把手を、前記植え込まれた長い機器の前記長さの周囲に巻き付けられ
た前記ワイヤーから取り外すステップと、
を含む方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、
　前記第一の把手の前記面が台座部を含み、前記植え込まれた機器が前記第一の把手の前
記台座部に沿うように位置合わせされる方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の方法において、
　前記植え込まれた長い機器が、その中に延びる１つまたは複数のケーブルを有する心臓
用リードを含み、前記ケーブルの少なくとも１本が前記心臓用リードの外面を通って横方
向に延び、
　前記巻き付けステップが、前記ワイヤーを前記心臓用リードと前記横方向に延びるケー
ブルの周囲に巻き付けるステップを含む方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記心臓用リードがその中に延びる内腔を含み、ロッキングスタイレットの第一の端を
前記内腔に導入するステップを更に含み、
　前記巻き付けるステップが、前記ワイヤーを前記心臓用リードと前記横方向に延びるケ
ーブルと前記ロッキングスタイレットの第二の端の周囲に巻き付けるステップを含む方法
。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法において、
　リード抜去装置を、前記ワイヤーがその周囲に巻き付けられている前記心臓用リードと
横方向に延びるケーブルと前記ロッキングスタイレットの第二の端の周囲に前進させるス
テップを更に含む方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の体内から植え込まれた医療機器を抜去しやすくするための装置に関す
る。より詳しくは、本発明は、植え込まれた長い医療機器を、この長い機器の近位端に沿
って圧縮力を加え、抜去手順中に機器の要素を所定の場所に保持することによって、体内
の通路から抜去できるように準備するための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な医学的治療と外科手術の手法において、例えばペースメーカー等の器材を患者の
体内に植え込むことが必要となる。ペースメーカーは一般に、患者の胸壁の皮下組織ポケ
ットに位置付けられる。ペースメーカーのリードは患者の体内に植え込まれて、ペースメ
ーカーから静脈を通って患者の心腔内へと延びる。リードは、リードの長さに沿った長い
絶縁体の中に格納された１つまたは複数の長さ方向のケーブル、ワイヤー、コイル等（以
下、まとめて「ケーブル」という）を含む長い機器を含む。ケーブルには、ペースメーカ
ーと心臓の間で電気信号（例えば、刺激及び／または感覚信号）を伝導できるものがある
。また、リードに強度を与え、及び／またはこれを支持できるケーブルもある。ケーブル
は、リードの全長にわたって延びていても、その長さの一区分にわたっていてもよい。長
い絶縁体は一般にシリコンまたは、ポリウレタン等のポリマーで形成され、ケーブルを体
液から保護すると同時に、ケーブル同士を絶縁する役割を果たす。
【０００３】
　除細動器は、植え込まれた長いリードを利用して電気信号を除細動器から心臓に伝達す
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る心臓用器材の別の例である。除細動器用リードはペースメーカー用リードと概して同様
であり、心臓の内部または外部のいずれに固定されてもよい。本明細書において、「心臓
用リード」とは、ペースメーカー用リードまたは除細動器用リードの両方を指す。
【０００４】
　植え込まれた機器、例えば心臓用リード等の耐用年数は何年間にも及びうるが、ある時
点でリードの抜去が考慮されることがある。しかしながら、時間の経過によってこのよう
なリードは心臓自体または静脈壁に、または他の周囲組織に線維性組織によって癒着する
可能性がある。癒着は特に、血液の流速が低い領域に見られる。線維性組織は非常に丈夫
でありえ、そのために、リードを心臓のその領域から、その領域に傷を付けずに抜去する
ことが困難となる。心臓リードを通した細い静脈が線維性組織によって閉塞すると、リー
ドをその静脈から剥離することで、静脈が重大な損傷を受ける可能性があり、これには静
脈の解離や穿孔等が含まれる。このような場合、静脈からリードを剥離するには通常、リ
ードの運動を制限または抑制せざるを得ず、例えばリードを患者に関して、詳しくは患者
の静脈に関して、ある位置に固定する。
【０００５】
　上記及びその他の起こりうる合併症を回避するために、ペースメーカーや除細動器が除
去または交換された時に、不用の心臓用リードの中には単純に患者の体内に残されるもの
がある。しかしながら、この行為には、検知されないままリード血栓症を引き起こすリス
クが伴う可能性があり、これは脳卒中、心臓発作、または肺塞栓の原因となりうる。この
行為はまた、複数のリードが、それが通過する心臓弁の動きを制限するかもしれないため
、心臓の機能障害を引き起こすこともある。他に考えられるリスクとしては、無用となっ
たリードが静脈内の流体流の障害となることや、リードが遊走して、ペーシングまたは除
細動機能を妨害しうることがある。最後に、無用となったリードの存在はまた、敗血症や
心内膜炎等の望ましくない状態の一因となる可能性もある。
【０００６】
　このような状況で心臓用リードを外科手術により抜去するには、しばしば開胸術が必要
となる。しかしながら、開胸術には患者にとっての重大なリスクと費用のほか、意図され
ない合併症の可能性が伴う。心臓用リード抜去のための開胸術の代わりに使用するための
様々な方法と機器が考案されてきた。これらの方法と機器のいくつかが関連特許文献、特
に“Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃ
ｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する
（特許文献１）、“Ｌｏｃａｌｌｙ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｌａｔｏｒ　Ｓｈｅａｔｈ
”と題する（特許文献２）、“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　
Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉ
ｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献３）、“Ａｐｐｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍ
ｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉ
ｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献４）、“Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉ
ｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献５
）、“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”
と題する（特許文献６）、“Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅ
ｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　Ｐａｃｅｍａｋｅｒ　Ｌｅａｄ”と題する（
特許文献７）、“Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｓｅｐａｒａｔ
ｉｎｇ　ａ　Ｃｏｉｌｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｆｒｏｍ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔ
ｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献８）、“Ｌａｓｅｒ　Ｅｘｔｒａｃｔｏｒ　ｆｏｒ　ａ
ｎ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　Ｏｂｊｅｃｔ”と題する（特許文献９）、“Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａ　Ｃｏｉｌｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎ
ｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ，　Ｈａｖｉｎｇ　Ｅｘｐａｎｄａ
ｂｌｅ　Ｍｅａｎｓ　ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ａ　Ｌａｔｅｒａｌｌｙ　Ｄｅｆｌｅｃｔａ
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ｂｌｅ　Ｍｅｍｂｅｒ”と題する（特許文献１０）、“Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｄｉｌａｔｏｒ　Ｓｈｅａｔｈ”と題する（特許文献１１）、“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　
ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌ
ａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献１２）、
“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒ
ｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題
する（特許文献１３）、“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌ
ｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａ
ｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献１４）、“Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ｒｅｍｏｖｉ
ｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂ
ｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献１５）、“Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏ
ｒ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｍｐｌ
ａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（特許文献１６）、
“Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｒｅｍｏｖｉｎｇ　ａｎ　Ｅｌｏｎｇａｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ｉｎ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｉｓｓｕｅ”と題する（
特許文献１７）、“Ｌｅａｄ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ”と題する（特許文
献１８）、“Ｔｅｎｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｄｅｖｉｃｅ”と題する（特許文献１９
）、“Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ａｎ　
Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｏ　Ｆａｃｉｌｉｔａｔｅ　Ｒｅｍｏｖａ
ｌ”と題する（特許文献２０）等に記載されている。上記の特許及び公開の各々を、全文
が本明細書に記載されているかのように、引用によって援用する。
【０００７】
　先行技術の装置は多くの状況でそれなりに有効であることがわかっているものの、医師
は依然として、既存の抜去装置がリード抜去に望まれるほど効率的に動作しえないような
、及び／または装置のリード抜去能力が、抜去装置を体内通路に進入させる前にリードを
抜去できる状態にすることによって向上しうるような、問題のある状況に遭遇する。
【０００８】
　１つのこのような例では、植え込まれた機器、例えば機器のある長さに沿って延びる１
本または複数のケーブル等を有する心臓用リードが抜去される。このような機器がある期
間にわたり植え込まれたままであると、ケーブルが絶縁材に食い込んで貫通することがあ
り、これらは植え込まれた機器の本体の外側に、即ち横方向に、そのある長さに沿って延
びる。この状態は、医師が抜去装置を植え込まれた装置の近位端の周囲に前進させる上で
の妨げとなりうるが、これは、横方向に延びたケーブルの位置が、抜去装置が機器の外面
に沿って進む際に装置の中に捕捉されにくい箇所であるかもしれないからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５，６９７，９３６号明細書
【特許文献２】米国特許第５，５０７，７５１号明細書
【特許文献３】米国特許第５，６３２，７４９号明細書
【特許文献４】米国特許第５，２０７，６８３号明細書
【特許文献５】米国特許第４，９４３，２８９号明細書
【特許文献６】米国特許第５，０１１，４８２号明細書
【特許文献７】米国特許第５，０１３，３１０号明細書
【特許文献８】米国特許第４，９８８，３４７号明細書
【特許文献９】米国特許第５，４２３，８０６号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，１３６，００５号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，４１９，９７４号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，６８７，５４８号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，７１２，８２６号明細書
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【特許文献１４】米国特許第７，３５９，７５６号明細書
【特許文献１５】米国特許第７，６５１，５０４号明細書
【特許文献１６】米国特許第８，１９２，４３０号明細書
【特許文献１７】米国特許出願公開第２００５／０１９２５９１号明細書
【特許文献１８】米国特許出願公開第２００６／０２３５４３１号明細書
【特許文献１９】米国特許出願公開第２０１０／０２２２７８７号明細書
【特許文献２０】米国特許出願公開第２０１１／０２３８０７８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　植え込まれた機器の近位端を、その周囲に抜去装置を前進させやすく、植え込まれた機
器を体内の通路内の癒着組織から抜去しやすくするような方法で構成できる装置を提供す
ることが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　先行技術の問題点は、本発明の特徴によって対処される。本発明は、その１つの態様に
おいて、植え込まれた医療機器を患者の体内から抜去できるように準備するための装置を
含む。この装置は、第一の把手と第二の把手を含み、第一の把手は植え込まれた医療機器
をそこに沿って受けるためのある面を有する。第一の端と第二の端を有するワイヤー部材
が、第一の把手の面と第二の把手の間の距離にわたるように位置付けられる。ワイヤー部
材の第一の端は第一の把手と着脱式に係合され、ワイヤー部材の第二の端は第二の把手と
着脱式に係合される。ワイヤー部材は、ワイヤー部材を植え込まれた医療機器のある長さ
の周囲に巻き付けることができるような大きさとされ、そのように構成される。
【００１２】
　本発明は、その別の態様において、植え込まれた心臓用リードを患者の体内通路から抜
去するためのアセンブリを含む。このアセンブリは第一の把手と第二の把手を含む。把手
の各々は、そこに沿って心臓用リードのある長さを受けるように構成された台座面を有す
る把手本体を含む。把手本体の各々は、台座部から把手本体の内部へと内側に向かって延
びる深溝を有し、この深溝と連通する穴を有する。各把手は更に、第一の端と第二の端を
有するタブを含む。タブの第一の端は把手本体と係合され、タブの第二の端はそれと係合
するピン部材を有する。ピン部材は、穴を通じて深溝の中に着脱式に受けられることが可
能である。ワイヤー部材は、第一の端と第二の端を有する。ワイヤー部材の第一の端は台
座面の開口部を通じて第一の把手の深溝の中に受けられ、ピン部材が深溝の中に受けられ
るとその中に保持されるような形状とされ、そのように構成される。ワイヤー部材の第二
の端は、台座面の開口部を通じて第二の把手の深溝の中に受けられ、ピン部材が深溝の中
に受けられるとその中に保持されるような形状とされ、そのように構成される。ワイヤー
部材は、それぞれの台座面間の距離にわたるような寸法とされる。
【００１３】
　本発明は、そのまた別の態様において、植え込まれた長い医療機器を患者の体内から抜
去できるように準備するための方法を含む。植え込まれた長い機器を抜去できるように準
備する装置が、植え込まれた長い医療機器の自由端と係合するように位置付けられる。こ
の装置は、第一の把手と、第二の把手と、把手間の距離にわたるワイヤー部材と、を含む
。ワイヤー部材の第一の端は第一の把手と着脱式に係合され、第二の端は第二の把手に着
脱式に係合される。植え込まれた長い機器は、第一の把手のある面に沿うように位置合わ
せされる。第二の把手は、植え込まれた長い機器のある長さの周囲に、第一の把手から近
位方向へと巻き回され、それによってワイヤーが前記長さの周囲に巻き付けられる。その
後、第一と第二の把手が、植え込まれた長い機器のその長さの周囲に巻き付けられたワイ
ヤーから取り外される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】植え込まれた医療機器を抜去できるように準備するための装置の一例の側面図で
ある。
【図２】図１の装置の分解図である。
【図３】装置のある面に沿って受けられている心臓用リードを示す。
【図３Ａ】図３に示される装置に沿うように心臓用リードを位置付けている術者の手を示
す。
【図４】心臓用リードの周囲で装置を巻き回す際の連続する段階を示す。
【図５】心臓用リードの周囲で装置を巻き回す際の連続する段階を示す。
【図６】リードからの装置の把手の分離を示す。
【図７】装置から分離された把手と、リードに巻かれたワイヤーの端の圧縮を示す。
【図８】体内の血管から抜去しようとしている植え込まれた心臓用リードの近位端部の図
であり、リードの外側絶縁部を貫通して飛び出したケーブルを示す。
【図９】図８のリードとケーブルを示し、リードとケーブルに巻き付けられたワイヤーを
更に示す。
【図１０】図９のリード、ケーブル、ワイヤーを示し、図９のリード部分の近位端の周囲
に進めるように構成されたリード抜去装置の端を更に示す。
【図１１】ワイヤーがロッキングスタイレットの周囲にも巻き付けられている、図９と同
様のリード、ケーブル、ワイヤーを示す。
【図１２】ワイヤーと係合する係留手段を含む、図２に示されるような装置の分解図であ
る。
【図１３】図３に示されるような装置のある面に沿って受けられている心臓用リードを示
し、ワイヤーと係合された係留手段を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の原理を理解しやすくするために、ここで、図面に示される実施形態を参照する
が、その説明に具体的な文言が使用される。しかしながら、それによって本発明の範囲が
限定されることは意図されず、本発明が関わる業界の当業者が通常着想するような、図中
の装置の改変やさらなる改良及び本発明の原理のその他の応用も想定される。図面全体に
おいて同様の構成要素を指示するために同様の参照番号が使用されると理解する。
【００１６】
　明細書全体を通じて、医療機器または機器の一部に言及する場合、「遠位」及び「遠位
方向に」という用語は、その機器の使用時に概して患者に向かう、または患者の方向への
位置、方向または向きを示す。「近位」及び「近位方向に」という用語は、その機器の使
用中に概して患者から遠ざかる、または術者の方向への位置、方向または向きを示す。
【００１７】
　図１は、植え込まれた医療機器を抜去できるように準備するための装置１０の一例の側
面図を示す。図２は、図１の装置の分解図である。
【００１８】
　図のように、装置１０は、１対の把手１２、２２を含む。各把手は台座部１５、２５等
のある面を有する把手本体１４、２４を含み、これは植え込まれた機器のある長さをその
面に沿って受けるように構成されている。タブ１６、２６は把手本体１４、２４の、好ま
しくは台座部１５、２５の反対の端から延びる。タブ１６、２６は、ピン１８、２８を受
けるための穴１７、２７を含む。あるいは、ピンはタブと一体であってもよい。装置１０
を組み立てた時、ピン１８、２８の延長部１９，２９は把手本体の適当な大きさの開口部
１３、２３の中に受けられ、これについては後述する。
【００１９】
　各本体１４、２４は、台座部１５、２５に沿ったスロット２１、３１から内側に向かう
深溝２０、３０を有する。溝２０、３０は、スロット２１、３１から本体１４、２４に沿
って後方に、把手本体の開口部１３、２３を越える距離にわたって延びる。図２の向きで
はスロット２１しか見えないが、スロット３１と深溝２０、３０の後方への延長は図２の
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破線により想像できるであろう。
【００２０】
　把手１２、２２は、概して柔軟な結合部材、例えばワイヤー４０によって結合される。
図の例では、ワイヤー４０の概して輪ゴム、または丸い端４２、４４を有する長方形の形
状である。図の例において、端４２、４４の各々は、それぞれ１つのスロット２１、３１
の中に受けられ、それぞれの深溝２０、３０の中へと延びる。
【００２１】
　装置１０の組み立て中、各ピン１８、２８は、それぞれのタブ穴１７、２７に合わせら
れ、ピン延長部１９、２９がその穴を通って延びるようにする。各タブ１６、２６は旋回
されて、ピン延長部１９、２９が前述のように開口部１３、２３のうちの適当な一方の中
に受けられ、これによってワイヤーの端４２、４４がそれぞれの深溝２０、３０の中の位
置に保持される。組み立てられた装置が図１に示されている。
【００２２】
　当業者であればわかるように、把手は各種の組成物、例えば剛性プラスチックや、ＳＡ
ＮＴＯＰＲＥＮＥ（登録商標）等の熱可塑性ゴムから（例えば、成形によって）形成され
てもよい。タブとピンはより柔軟な組成物、例えばＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥ（登録商標）と
結合可能なアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）等で形成されてもよい。ワイ
ヤーは、ワイヤーを抜去対象となる植え込まれた構造体の周囲に巻き付け、把手を取り外
した後もその巻き付けられた状態を保つことができるような強度と柔軟性を有する各種の
組成物、例えば金属と金属合金で形成されてもよい。１つの特に好ましい例は、ワイヤー
からばね張力を除くために焼き戻されたステンレススチール組成物である。
【００２３】
　ワイヤー４０は好ましくは、図１に示される組み立て後の装置において、それぞれの台
座面１５、２５が約１～３インチ（２．５４～７．６２ｃｍ）だけ離間されるように、よ
り好ましくは約２インチ（５．０８ｃｍ）だけ離間されるような寸法とされる。当業者で
あればわかるように、特定の場合において、より大きい、またはより小さい寸法のワイヤ
ーを使用してもよいが、本明細書に記載した寸法を有するワイヤーは、殆どの用途にとっ
て十分である。
【００２４】
　植え込まれた医療機器を患者の体内から抜去できるように準備するための装置１０の使
用は、図３～７に関する説明から更に理解できるであろう。まず、植え込まれているリー
ド１００の近位端１０２は、ペースメーカー、除細動器等から、術者がそれにアクセスで
きるような方法で分離される。リードが、その中を通る内腔を有するタイプのものである
場合、ロッキングスタイレット１２０をリードの内腔に挿入してもよい。ロッキングスタ
イレットは、その中を通る内腔を有するタイプの心臓用リードの抜去中に使用される公知
の器材であり、例えば引用によって本願に援用される（特許文献５）と特許文献（４）に
詳しく記載されている。
【００２５】
　この例では、装置１０は、抜去しようとする心臓用リードが把手のうちの一方の台座部
に沿って位置付けられるように構成される。図３に示されるように、リード１００は把手
１２の台座部１５に沿うように位置付けられる。図３Ａに更に示されるように、術者は人
差し指Ｆ１でリード１００を台座部に当てて保持し、同じ側の手の親指Ｔ１で把手をコン
トロールできるようにしている。次に、術者は反対側の手の人差し指Ｆ２と親指Ｔ２で把
手２２を掴む。
【００２６】
　リード１００を台座部１５の上の所定の位置に引き続き保持しながら、図４に示される
ように把手２２をリードの周囲で巻き回すことによって、ワイヤー４０をリード１００の
周囲に近位方向に巻き付ける。ワイヤー４０をリード１００の周囲に巻き回す間、タブ１
６、２６の各々の端は一般に、概してリードの方向に向かう。術者は引き続きリード１０
０の周囲で把手２２を巻き回し、最終的に、図５に示されるようにワイヤー４０がリート
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の周囲を完全に巻き付けられる。この時、両方の把手１２、２２をリード１００の周囲で
、図５の矢印で示されるように反対方向に巻き回すことによって、ワイヤー４０がリード
の周囲にきつく押し付けられるようにすることもできる。
【００２７】
　ワイヤー４０がリードの周囲に十分に押し付けられたところで、タブ１６、２６を旋回
させて、各ピン１８、２８がそれぞれの把手本体の開口部１３、２３から取り外されるよ
うにする。この動作によって、図６に示されるように、ワイヤーの端４２、４４がそれぞ
れの深溝２０、３０から外れる。すると、把手１２、２２を取り外してもよく、ワイヤー
の端４２、４４をリード１００の周囲に締め付け、またはその他の方法で押し付けてもよ
い。焼き戻したワイヤーにはばね張力がないため、ワイヤーのそれぞれの軸端は、図７に
示されるように、リードに押し付けられた状態を保つことができる。図７に示されるよう
に、これでリード１００の近位端は、例えば、その周囲で従来のリード抜去装置、例えば
引用によって本願に援用される（特許文献１８）の中で開示されている装置等を通過させ
ることによって、抜去できるように準備された状態となっている。
【００２８】
　当業者であればわかるように、抜去しようとする植え込まれた医療機器、例えば心臓用
（例えば、ペースメーカーまたは除細動器の）リードには、植え込まれたリードの長さ、
またはその長さの一部に沿って延びる１本または複数のケーブル、ワイヤー、コイル及び
その他（「ケーブル」）が含まれている。前述のように、従来のリード抜去装置は一般に
、すでに心臓用器材から切り離されたリードの近位端の周囲に案内される。しかしながら
、場合により、ケーブルのうちの１本または複数が植え込まれたリードの絶縁体またはそ
の他の外面に食い込んで貫通していることがある。多くの要素が、ケーブルが心臓用リー
ドの外面に食い込んで貫通する原因となりえ、例えば、リードが位置付けられた体内環境
、リードが植え込まれていた時間の長さ、リードが留置されていた血管の曲率等がある。
【００２９】
　このようなリードの周囲に抜去または除去装置の先端を適正に前進させて、抜去装置を
リードと、横方向に延びているケーブルがあれば、そのすべての両方の周囲に同時に前進
させることは、不可能ではないとしても、困難であるかもしれない。このような位置付け
が可能であったとしても、医師及び／または他の医療従事者による予定外の追加の努力が
必要となりえ、また抜去を達成するために、更に多くの手術時間と費用も必要となりうる
。
【００３０】
　これらの欠点を避けるために、植え込まれたリードの近位端を、抜去装置を前進させて
いる間にケーブルがリードから横方向に飛び出さないように扱い、構成し、またはその他
の方法で位置付けることが有利である。むしろ、ケーブルをリードのうちの、リード抜去
装置がその周囲に進められることになる部分と実質的に接触するように戻すことが望まし
い。知るかぎりでケーブルの分離が起こっていないとしても、植え込まれた機器の少なく
とも近位端を上述の、また図３～７の例に示されているような方法で扱うことは依然とし
て有利であろう。こうすることによって、リード抜去手順中にこのような分離が発生する
可能性が低減するか、知らないうちに分離が発生していた場合に、ケーブルがリードと再
び接触することになるであろう。
【００３１】
　図８～１０は、装置１０を使ってリード２００の分離された近位端２０２の扱い方の別
の例を示す。この例では、ケーブル２１０がリードの外面のある長さにわたり食い込んで
貫通している。そこから飛び出しているケーブルを示している以外、リード２００はその
他の点では図３～７の例のリード１００と同様である。図８の例は、１本のケーブル２１
０がリード２００の別々の部分から飛び出している様子を示しているが、当業者にとって
は当然のことながら、抜去しようとするリードからは２本以上のケーブルが飛び出してい
るかもしれず、これらのケーブルは、リードの異なる長さから飛び出しているかもしれな
い。
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【００３２】
　図９は、例えば図３～７に関して上述した方法でワイヤー４０がケーブル２１０の周囲
に巻き付けられた後のリード２００を示している。図のように、ワイヤー４０がケーブル
２１０をリードの外面と密着させている。図１０は、図９のリードとワイヤーを示し、ま
たリード２００の周囲で前進させるように位置付けられたリード抜去装置３００も示して
いる。前述のようにリード抜去装置は当業界で公知であり、当業者であれば、ワイヤー４
０がリードの周囲に巻き付けられている場合の、特定の抜去作業に使用するのに適した抜
去装置を容易に選択できる。ケーブル２１０をリード２００の本体に近接させてから、リ
ードの周囲に抽出装置３００を進めることによって、抜去装置をリード構造体全体の周囲
に容易に進めることができ、そのような前進において、横方向に延びるケーブルや同様の
要素の存在が障害とならない。
【００３３】
　図１１は、図８～１０の例の変形版を示す。この変形版では、ワイヤー４０はロッキン
グスタイレット１２０の周囲にも巻き付けられている。心臓用リードが前述のようにその
中に延びる内腔を有する場合、公知のようにロッキングスタイレットを内腔の中に通すこ
とが有利となりうる。場合により、ロッキングスタイレットは内腔内に導入される際にリ
ードと完全にはロックされず、その結果、引っ張った時にスタイレットが滑り、またはそ
の他の方法で外れることがある。装置１０のワイヤーを図のようにリードとスタイレット
の周囲に巻き付けることによって、ロッキングスタイレットが意図されずにリードから引
き抜かれ、または外れることが防止される。これに加えて、この構成ではリード上にまた
別のロッキング地点ができ、それによってリード全体をよりよく制御できる。
【００３４】
　装置１０のその他の変形版が図１２と１３に示されている。これらの変形版では、係留
手段８０がワイヤー４０に係合されている。図１２は、図２のような装置１０の分解図で
あり、係留手段８０がワイヤー４０から延びている。図１３は、図３と同じ全体的な方法
で装置の表面に沿って受けられている心臓用リードを示す。係留手段は、例えば内腔を持
たないリードを抜去している場合、及び／またはリードがその内部を通る内腔を有するが
、それでもロッキングスタイレットの使用が実際的ではないかもしれない場合に有益とな
りうる。係留手段８０は、ワイヤー４０と同じ組成物で形成できる。係留手段は一般に、
それが抜去装置全体及びそれを越えて延びることができる長さを有する。
【００３５】
　当業者にとっては当然のことながら、装置１０の上記の特徴は、例に示された具体的な
構成を有している必要はない。例えば、把手本体１４、２４は必ずしも図のような概して
平坦な台座部１５、２５を有していなくてよい。むしろ、把手本体は緩やかに湾曲してい
てもよく、場合によっては、リード１００のような植え込まれた機器が把手の面に沿って
制御可能に受けられるのであれば、溝、深溝またはその他の構造を有してさえしてもよい
。更に、２つの同じ把手を提供することは製造上経済的ではあるが、これは必須ではなく
、それぞれの把手を異なる構成にしてもよい。場合により、１つの把手（図中の把手１２
等）のみに台座部または、植え込まれた機器をそこに沿って受けるためのその他の面があ
ればよい。
【００３６】
　同様に、把手１２、２２は図のように丸くなくてもよく、これは、その他の幾何学的形
状の把手でも、図の把手と同様に機能するからである。同様に、タブ１６、２６は必ずし
も把手本体と一体でなくてよく、これは、非一体型のタブ及び同様の構造も通常、上述の
ようなタブの機能を果たすために同様に位置付けることができるからである。
【００３７】
　同じく当業者にとっては当然のことながら、装置１０は医療分野において他の用途にも
使用できる。例えば、植え込まれて強固に石灰化した構造体、例えば輸液カテーテル等を
血管から抜去することが望ましい場合、公知の方法で、ロッキングスタイレットのような
装置または先端にバルーンを有する抜去装置をこの構造体の遠位部と係合するように構成
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る。その結果、医師は１つの装置のみを引くことにより、植え込まれていた構造体を抜去
できる。
【００３８】
　上記の詳細な説明は限定的ではなく例示的とみなし、本発明の本質と範囲を定義するの
は、あらゆる均等物を含む以下の特許請求の範囲であると理解するものとする。
【符号の説明】
【００３９】
　１０　装置
　１２　把手
　１３　開口部
　１４　把手本体
　１５　台座部
　１６　タブ
　１７　タブ穴
　１８　ピン
　１９　ピン延長部
　２０　溝
　２１　スロット
　２２　把手
　２３　開口部
　２４　把手本体
　２５　台座部
　２６　タブ
　２７　タブ穴
　２８　ピン
　２９　ピン延長部
　３０　深溝
　３１　スロット
　４０　ワイヤー
　４２　端
　４４　端
　８０　係留手段
　１００　リード
　１０２　近位端
　１２０　ロッキングスタイレット
　２００　リード
　２０２　近位端
　２１０　ケーブル
　３００　リード抜去装置
　Ｆ１　指
　Ｆ２　指
　Ｔ１　親指
　Ｔ２　親指
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